


成年後見制度法人後見支援事業

【主催】せたな町

成年後見制度研修会 

≪お申し込み・お問い合わせ≫ 

せたな町保健福祉課  福祉係 （内線1408） 

   ℡：0137-84-5111   fax：0137-84-5065 
※お申し込みの際は、住所・氏名・連絡先をお知らせください。 

※お申し込みの際の締め切りは、3月25日（火）です。（当日参加も出来ます） 

高価なものを、買わさ

れてしまった。 

お金の管理が、出

来なくなってしまった。 

日  時 

場  所 

講  師 

内  容 

成年後見制度をご存じですか？成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神

障がい等の理由で自分で金銭管理が出来ない方や契約を結べない方等を支援

する制度です。今回の研修は、成年後見制度を初めて学ぶ方でも分かりやすい

研修会となっております。 

皆様のご参加お待ちしております。 

平成26年3月29日（土） 

午後1時30分～午後3時30分 

せたな町健康センター 総合健診室 

函館市地域包括支援センターこん 

社会福祉士 長谷山 哲平 氏 

講演「初めて学ぶ成年後見制度」 

サービスを

受けたくても、

自分で契約

を結べなく

なった。 
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申し込み用紙 
住所・氏名・連絡先をご記入下さい。 

 
住所 氏名 連絡先 
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５ 

   

講師へのご質問がありましたら、お書き下さい。 

 

お申込み先 

せたな町保健福祉課 福祉係 
Tel  ０１３７－８４－５１１１ 

Fax  ０１３７－８４－５０６５ 

お申込み〆切りは、３月２５日（火）となっております。（申し込みをされなくても当日参加は可能で

す。） 




